久留米市長選挙候補者届出書
	（ふりがな）

候　補　者
	
	性別
	

	
	
	
	

	本籍
	

	住所
	

	生年月日
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　（満　　　　歳）

	党派
	
	職　業
	

	一のウェブサイト等のアドレス
	

	選挙
	令和８年１月２５日執行　　久留米市長選挙

	当該選挙に係る長と兼ねることができない職にある者についてはその職名
	

	添付書類
	１．供託証明書　　　　　４．戸籍の謄本又は抄本
２．宣誓書　　　　　　　５．通称認定申請書
３．所属党派証明書　　　　（通称使用を申請するときだけ）


上記のとおり、関係書類を添えて立候補の届出をします。

令和８年１月１８日

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
久留米市長選挙

選挙長   貞苅　隆男　様
--------------------------- 記入しないで下さい　----------------------------

	供　託

証明書
	宣誓書
	所属党派

証明書
	戸籍　謄本

 　　  抄本
	通称認定

申 請 書
	受付日時
	受付番号
	受付者印
	記入しないで下さい

	有

無
	有

無
	有

無
	有

無
	有

無
	月　　　日

時　　　分
	第　　　号
	
	


備考
　１　「生年月日」欄の年齢は、選挙の期日現在の満年齢を記載しなければならない。
　２　法第８６条の４第４項に規定する政党その他の政治団体の証明書を有しない者は、「党派」欄に「無所属」と記載しなければならない。
　３　令第８９条第４項の場合においては、「党派」欄に当該政党その他の政治団体の名称のほか、その略称を「（略称）何々」と記載しなければならない。
  ４　「職業」欄には、職業をなるべく詳細に記載し、地方自治法第１４２条（長の兼業の禁止）に規定する関係にある者についてはその旨を記載しなければならない。
  ５　「一のウェブサイト等のアドレス」欄には、選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために利用する一のウェブサイト等のアドレスを記載することができる。
　６　候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

宣誓書
私は、公職選挙法第８６条の８（被選挙権のない者等の立候補の禁止）第１項、第８７条（重複立候補等の禁止）第１項、第２５１条の２（総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であった者の当選無効及び立候補の禁止）又は第２５１条の３（組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であった者の当選無効及び立候補の禁止）の規定により、令和８年１月２５日執行の久留米市長選挙において候補者となることができない者でないことを誓います。

令和８年１月１８日

住　所　　

氏　名



通称認定申請書
ふりがな
候補者氏名
　　ふ 　り 　が 　な

呼　　　　　称

令和８年１月２５日執行の久留米市長選挙において、公職選挙法施行令第８９条第５項において準用する第８８条第８項の規定により、上記の呼称を通称として認定されたく申請します。
令和８年１月１８日

住　所

氏　名

久留米市長選挙

選挙長   貞苅　隆男　様

備考　この申請書を提出するときは、併せて当該呼称が戸籍簿に記載された氏名に代わる

　　　　　ものとして広く通用していることを証するに足りる資料を提示しなければならない。

　　　　　（戸籍名をかな書にする場合は不要）

	受付日時
	受付者印

	月　　　日

時　　　分
	

	選挙事務所設置届
選　挙　名

令和８年１月２５日執行　久留米市長選挙

選挙事務所の所在地

久留米市

（電話　　　　　－　　　　－　　　　　　）

設置年月日
令和８年１月　　日

候補者氏名
上記のとおり選挙事務所を設置したので届出をします。

令和８年１月　　日

候補者
住　所




氏　名


久留米市選挙管理委員会

委員長　　貞苅　隆男　　様
備考
１　本様式に記載された選挙事務所の所在地及び電話番号については、市民等からの問い合わせの際に公表するものであること。
２　候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。



	受付日時
	受付者印

	月　　　日

時　　　分
	

	選挙事務所異動届
旧所在地

久留米市

（電話　　　　　－　　　　－　　　　　　）
新所在地


久留米市

（電話　　　　　－　　　　－　　　　　　）
異動年月日
令和８年１月　　　日

候補者氏名
上記のとおり選挙事務所を異動したので届出をします。

令和８年１月　　日

候補者
住　所




氏　名


久留米市選挙管理委員会

委員長　　貞苅　隆男　　様
備考
１　本様式に記載された選挙事務所の所在地及び電話番号については、市民等からの問い合わせの際に公表するものであること。
２　候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。




	受付日時
	受付者印

	月　　　日


時　　　分
	


	選　　　　挙

	令和８年１月２５日執行　　久留米市長選挙


	出納責任者氏名

	
	住　　　　所

	（電話　　　　　－　　　　－　　　　　）


	職　　　　業

	
	生 年 月 日

	年　　　月　　　日生


	選 任 年 月 日

	　　令和８年１月　　　日


	候 補 者 氏 名

	

	出　納　責　任　者　選　任　届

上記のとおり出納責任者を選任したので届出をします。

　　　　令和８年１月　　日

　　　　　　　　選任者（候補者）

　　　　　　　　　　住　所



氏　名　　　　　　　　　　　　

久留米市選挙管理委員会

委員長　　貞苅　隆男　　様
備考
出納責任者の選任者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、出納責任者の選任者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。



	受付日時
	受付者印

	月　　　日


時　　　分
	


	選　　　挙

	令和８年１月２５日執行　　久留米市長選挙


	旧出納責任者

	氏　　　　名

	
		住　　　　所

	　　　　　　　　　（電話　　　　　－　　　－　　　　　）

	新出納者責任者
	氏　　　　名

	
		住　　　　所

	（電話　　　　　－　　　－　　　　　）


		職　　　　業

	
		生 年 月 日

	　　　年　　　月　　　日生


	異　動　年　月　日

	令和８年１月　　日


	異　動　の　理　由

	
	候　補　者　氏　名

	

	出　納　責　任　者　異　動　届

上記のとおり出納責任者を異動したので、解任（辞任）通知書の写しを添えて

届出をします。

　　　　令和８年１月　　日

　　　　　　　　選任者（候補者）

　　　　　　　　　　住　所



氏　名　　　　　　　　　　　　　


久留米市選挙管理委員会

委員長　　貞苅　隆男　　様
備考
　出納責任者の選任者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が
届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、出納責任者の選任者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。





	選挙立会人となるべき者の届出書
	受付日時
	投票区
	名簿番号

	
	　　　月　　　日

　　　時　　　分
	
	

	選挙立会人と
なるべき者

住　　所

久留米市

氏　　名

生年月日

年　　　　　月　　　　　日　生

選　　挙　　名

令和８年１月２５日執行　久留米市長選挙

立会すべき選挙区
久　留　米　市

上記のとおり、本人の承諾を得て届出をします。

令和８年１月　　日

久留米市長選挙　候補者氏名

選挙長　　貞苅　隆男　　様
備考　公職の候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、公職の候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

	承　　　　　諾　　　　　書
令和８年１月２５日執行久留米市長選挙における選挙立会人となるべきことを承諾します。

令和８年１月　　日

　　候補者　　　　　　　　　　　　　様

選挙立会人となるべき者

住　所　久留米市

氏　名

　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　－　　　　－　　　　　　）


※下段の承諾書は、選挙立会人となるべき者が記入すること
報酬を支給する者の届出書

　　公職選挙法第１９７条の２第２項の規定により報酬を支給する者を次のとおり届出します。

　　　　令和８年１月　　日





　　　久留米市長選挙






候補者氏名


　　　

久留米市選挙管理委員会

委員長　　貞苅　隆男　様
	氏名
	住所
	年齢
	性別
	使用する者の別
	使用する期間
	備考

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	

	
	
	
	
	
	　月　　日から

　月　　日まで
	


備考１．「使用する者の別」の欄には、選挙運動のために使用する事務員にあっては「事務員」と、専ら公職選挙法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては「車上運動員」と、専ら手話通訳のために使用する者にあっては「手話通訳者」と、専ら要約筆記（同法第１９７条の２第２項に規定する要約筆記をいう。）のために使用する者にあっては「要約筆記者」と記載するものとする。

　　２．既に届出た者につき、その者に係る使用する期間中、その者に代えて異なる者を届出する場合においては、その旨を「備考」欄に記載するものとする。
３．候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
	　受　付　日　時
	　受　付　者　印

	　　月　　　日　

　　時　　　分　
	　　　　　　　



令和８年１月　　　日

久留米市選挙管理委員会

委員長　貞苅　隆男　様
候補者　住　所


党派名

氏　名


公営施設使用の個人演説会開催申出書
令和８年１月２５日執行の久留米市長選挙の個人演説会を次のとおり開催したいので申し出ます。

記

１．開催の日時
令和８年１月　　　日（　　　）
　　　　時　　　　分から　　　　時　　　　分まで

２．使用する施設の名称

３．使用に要する費用の区分（上記施設を使用した回数　　　　　回）

４．前回申出をした年月日　　令和８年１月　　　日

５．演説をする者の氏名

６．自ら施設を加える程度

	種　　　類
	個　　　数
	その他必要な事項

	
	
	

	
	
	

	
	
	


備考
１．開催の都度１回ごとに申込をしなければならない。


２．日時を変更するときも新たな申込みをしなければならない。
３．候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
	　受　付　日　時
	　受　付　者　印

	　　　月　　　日

　　　時　　　分
	　　　　　　　



令和８年１月　　日

久留米市選挙管理委員会

委員長　貞苅　隆男　様
　住　　所


党　　派

候補者名


選挙運動用ビラの届出書
令和８年１月２５日執行の久留米市長選挙における公職選挙法第１４２条第１項第６号の規定によるビラは、別添のとおりですから届け出ます。
　(別紙としてビラを添付すること｡)
備考　候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

立候補の届出代理人証明書
住 所
氏 名
生年月日 　　　　年　 月　 日
上記の者は、　　　　　　　　　の令和８年１月２５日執行の久留米市長選挙における立候補の届出について、私に代わって届出に関する事務を行うものであることを証明します。
令和　　年　　月　　日
（候補者の住所）
　　　　
（候補者の署名又は記名押印）
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投票所から300mより外





投票所から300m以内





・
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投票所から300mより外





・








投票所から300m以内
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